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　　研究目的 ，’ン ．・聴s．》』麗実翼さ襖・躯これは広し・地域を片寄りのない

　昭和55年度，56牢度の報告で述べたようにハイ3ゴス　　ξうに組織する泌婁があるため，極めて強い行政的な関

ク因子を持った騨ゆ轍碑水混濁薩症分簿軋，冶弊腰筋るにもかかわらず・それを押し進め騨
毒症，各種の胎児除脈．』分娩時出血多量などまで含夢う〆一必要な長期的展望を持ち得ていない点もある，同時に，

と75．5彩にも達する。しかし，新生児仮死発生率を桑る

と，リスクの低い2135例中1，08％に対して，これらハ

イきリスク群6569例中8』27％と有意li“高い6」 11』

　てのようなハイ・ リス〃因子を持う もの羅も婿娠中や

1…分娩時あ胎児管理の改善によ6て新生児仮死率蚕、周産期

兜亡率が著明に低下し得るごとを示したぢr、、∫』、ρ ∫

　」ごれらのハイ威リスiク因子を持う症例Φうち特にリス

汐の高いものを選出して集中的に妊娠レ分娩管理を行ない，

更に出生 したハイ漏リスク児を直ちにぞM　C Uに収容㌧
て適切な処置を行なうことが更に児の予後を良好にする

であううことは，従来も指摘されてきた所で参る似 ♪

　N　l　CU1を中心とした新生児救急ジヌテムは多くの専

門家め努力により，」各地域の特徴を生がした様々な方法

が案出さ紅既に大きな成果をあげている。しかし・同時

客出李壕年摩聾曄療躯誰よりINlcuへ移送する方法硯

限界もまた多《の大より指摘されているζ とであるbン

』藩その問題点を列挙する。 r　l』ン l．k』 r　、…r．』 菰唖1く

γ①ノ》イ 聴リスク児に対して，出生直後からの適切な処

置ができない。　　　　　　　　　　・　　、　　　　．6凶

じ②妊娠中1・分娩中の情報が十分に得られな・レ鬼

　．⑨移送中の体温低下ヨ・呼吸障害，低血糖などの緊急事

態に対する処置が十分にできないg＿に、∫ し、1、 二』

　これに対’して，産科救急施設ど聾I　CUを併設した母

子救急ゼ．ンタニーあるいは周産期集中治療梅設（周産期セ

1払タr）の設置が様々な形で提案されてきた。・、

　 阻年母撒急セン外の構想
張邊卯5奪’僻地における母子救急医療の構想　 P

　　1976年　　大都市の母子救急対策．

　1、1蜘敏個産期医療の地馴鵬想、

地域により多少の差はあるが，F医療そQものの中に，そ

のような地域化を進めることに対してマイナスに働くも

のが存在するこ1とも確かマあるも堅い暗1渥』ン、ぐ覧㌧1＝くい

　水準の高い医療施設が多ぐ存在するにもかが6らず歩

組織化の困難な東京の場合を例に1して問題点を明’らか忙

する ことを目的 とする。 　　 　 ”』 乏㌧』距歯 よ

　　」二㌔ 1加執ヌ．鎮 一1一・・ 　　　　・・ ・ミ㌧』ゲ∫

す窮研窄万法・…ぺ　　・　 二叉困・』・・’、・』iミ硲瑞

・ 東京都の出牽が1 未熟児施設の現況を調査妙鼻これを基

にした周産期医療システム策定上の闇題点を考察した6｝

　 』一≧．』 L＞、～ で 二 r学 ’㌧ イ r、眼』爆レ泣ミミ∫1ぼll

．〆研究結果

こω東京都における出産の状況・』；、f：㌧t．・』 冠i二　停．き．1

4我が国の串生数は昭和48年をピらクとしで低下じ』絡ウ、

年はピテク時の26．9％も減少している。i東京都の串生数・

のピークは47稼で・56年羅それよ鵬0鯛準鱗1
・て“る6ぞして，この間我が国の特徴である診療所にお

ける分娩は3816％から 33‘1彩へと減少1し，、÷方病院分娩、〕

は56，4％から65．0侮へと増加している笹・1iミ・：憾壁ζ瞭

’②東墓都における未熟児医療施設の現状汐鴛些ゾ1・蔚

　・東京都では昭和53年10月15日より新生児救急医療体制・

が発足じたゴこれに参加している施設は12施誰であ多命、．

．・’〒方ガ母子保健法による未熟児の指定養育医療機関ば

71施設（56年9月L日現在）あり．， これには土記救急体

制に参加してし．》る12施設も含まれている。！ 麟∫1一バ㍑β∫

二これらの71施設の都内における分布は，τ∫図ユ、のご乞磁

でありド東部地域に偏在する傾向がある♂イぞこ愚各有政li・
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図1　新生児医療施設の分布

●　未熟児指定餐冑医縦機関

O　新生児救急医療体制参加施設
奥多摩町

西　多　摩　邸

　　　　
1‘日r『F町

桧脛村

伊痛、lr

　　　　　　　　　　　　　部額挿
　　　凋簡璃ヲ
日醐　生謹触甫　牌調服谷司「

　　　秋川市　　　江い』覗i　哩市　皿聾

　　　　　　購・・砺湯煙 照珊
　　　　　　　　　欝　　　三驚嬬F
　　　　　　　　　　　　府中面　　　　　　　臼野市　八王子萌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●
　　　　　　　　○　　　　　　　　　　　潤市rlr
　　●●
　　　　　　　　　　多脚r 稻蜘1∫

町［研i

O・

第旺r1∫

　　　　　　　　足∬区
　　飯桶区　　　　　　　　　”
　　　　　北区　　　O　o●●
　　　　　　　鞭鳳区　　　　　　　　　　○　　　●○・

　　　　臨区。　　炭川区　脇区
．．．．．綴鰯蔽
杉鰍中野区 璽区千代田民　　　i飼II区

　　　鵯区　●●ん。　江梁区
　　　　　　　ゆ　ぼ

朧区　繊●o縄
　　　　・。　　　プ
　　　臼無区
　　　　　　o　　　　　品川区

●●●●■o

　大ru区

区別の分娩数との関係を検討してみると，1980年の分娩

数139953例のうち，区部96156例（6＆7％），都下（市

部＋郡部＋島部）は43797例（31．3％）でおよそ2．2対

1の割合となっている。これに対して上記71施設は区部

56（78．9％），都下15（21．1彩）で3，73対1の割合で

ある。即ち，都下の未熟児施設がや、少ないことが分る。

　東京都の周産期医療システムを考える場合，これらの

既設の医療施設を基本にして考えるのが妥当な所と思わ

れる。　

　③東京都の周産期医療のシステム化における問題点

　周産期医療施設の効率的な運用を考える場合に施設の

階層化が必要なことは既にしばしば指摘されている所で

ある。この立場から検討され総論的にまとめられたもの

として，日本母性保護医協会周産期委員会によるr周産

期医療の地域化構想 （1980年9月）」があるので，これ

を基礎にして考えることとする。

　階層化は三つのレベルに分けるのが一般であり，この

レベル1，、2，3の基準は 表1のごとくである。診療所

での分娩が東京都でも33彩を占めることと，病院の規模

は小さいがその医療の水準は高いという我が国の特殊性

から考えて， 表2のような分け方が当面の階層化の基準

となると思われる。それぞれの施設がどの位の分娩数を

カ〆一すべきかについても，・上記報告は種々の基礎より，

およその基準を示している。即ち三次医療施設は分娩数

15000～20000につき1か所，二次医療施設は一分娩数

1500～300Dにつき1か所必要であるとされている。こ

れを東京都に当てはめると， 三次医療施設は区部で5か

所，都下で2か所，二次医療施設は区部で48か所，都下

で21か所位が理想ということになる。

　先に述べた未熟児医療施設をこれに当てはめると，新

生児救急医療体制に属する12施設が三次医療施設に相当

し，これを除いた未熟児の指定養育医療機関59施設が，

二次医療施設に相当すると考えてよい。従ってこれらの

施設を核にして周産期医療センターを構成できるかが問

題となる。

　a．施設の分布

三次医療施設 二次医療施設

現在数　　目標数 現在数 目標数

区　部

　下

11　　　　　5

　　　　2

45

4
48

1

　分布については，①三次施設が区部に多いこと。②前

述の基準でみた未熟児施設は三次，二次とも僅かに目標

より少なく，それは都下に著しいこと，の2点が注目さ

れる。

　①にっいては，医療施設の規模が外国に比較して小さ

いことから，後に述べるような経済効率は多少悪いかも

知れないが隣接する埼玉，神奈川の両県もカバーしてい

るので，まず妥当と思われる。更に細かい分布で区部の

12か所は，特に23区の中央に集っているが，区内のどこ

からも1時問以内で到達し得るので，このま、でも問題

はないと思われる。

　都下の八王子。町田・多摩・稲城の付近に1施設が作

られるのが望ましい。

　②分娩数からみて，区内では不足の3施設は，練馬に
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表1
1、ノ

　　レベル1 ：、少数の分娩を取り扱う矩輩で，1原則斡照合併症爾ない母児の診療を行う。、

　　このレベ々の輝課のもっとも重要な機能は次のようであ履黛、、、、

　　1）ハイリスク妊婦および児の早期発見

　　 2） 合併症のない正常妊娠，ならびに児の管理

　　臭体的には以下のような診療が可能な要員ならび皆施設拶畢素典る。

　　①合併症がま覧たくないか軽度な妊婦弔管理1・令併犀Φぢい正常満期分姫奎取り扱えること帆．．．

　　② イ》イ、リ、スク妊娠をできるだ鱈早く発見し，専門寒爾罵見そ聞くこと叉・ （ムイひスク妊娠チ尋艶クリストを
　　　含靭不ク暁rニング用カルテを使用する．ζξ・1！暫リ不ク妊娠を発見するための検査が可能であること・専

　　　門医を有するレベル2ないしレベノ駿3，㊨施設4連携類声う『と）

　　③　分娩時および新生児期の新生児の診療孝幕隼嘩でき駒蕉す》　（気管内挿管の設備および技術を含む）

　　④正常新隼児ならびに，レベル2ある》・賎3歯ワ塚送さ砲牟児をあずかり，購長，f発育を管理矯き蚤こと。

　　⑤　分娩申右タび分娩直後に起こる予期 ㌧に≦㍉い畢常F4対処できること，　（24侍間中ヴ30分以内に帝王切開が

　　　できるか・ それ位の時間で移送できるレベノ財3参硫レ‘誘》づル3の施設と連携があること。移送の基準は表

　　　1に示す。 輸血，麻酔・X線撮影・臨床検査ができる／こと。）

　　⑥統計がとれていること。

　　レペル2：』歌ρ00分挽g培域1こ？き1施設程度で・次のような機能を有する。

　　1）合併症めない患者の診廉をずる。

　　2〉産科合併症・新生児疾患の大部分を処理できること。しかし重篤な産科合併症，病的新生児はそれぞれ専

　　　門医に相談し，必要とあればレベル3の施設に移送する。

　・ ♪1 ベル35＝ら・ 跡万前後・（ 8，・00σが1ら12ボ000Pくちい）の分娩数の地域，“すなわち犬口約10σ万に」施設あれぼ

乙よいげこの分娩数は当施設内の分娩数も含む。 r　卜一い・1』 i・』 ～」一 ｛
1罫…1＝∴1 i1きl　l・着：』L ”▽・1蕪＝∴

　． ：このレベルの施設ではあらゆる種類の妊婦，』胎児，新生児疾患の処置ができ泰ければならない5それだθセな

　く，その地域の周産期管理の統計，それにょる管理の質め評価， 改善の検討詳周産期管硬だ必妻な妻員め教育詳

　技術ならびに新しい知見の普及，さらに周産期医学の基礎的，臨床的砺究も実施しなけれぼなら嵐～ず・1阻λ

　　その規模の概要は次のようである。陣痛室に18ベッドを有し，1・ぎ分娩室を持っ。産科にば母児そ屍ぞれ36ベッ

　 ドがあり，新生児室は地域新生児センターとして，8床のN　rCU“16床の中等床べり’ド
，

8床め成喪i・＝＝廃育用・

　のベッ ドがそなえられる。医師は産科医憂・小児科医・周産期医（Perinatolog欧）1新生児底・（N6δa益toioゑiきめ
　のほか，常勤ズタ秒フとして， 麻酔医が必要であるるまだ顧問スタヅフとして，小児外科底を含む臨床客科φ医

　師が常時利用できることがのぞましい。そのためには，レ！雨レ3・の施設は犬学病院など高度な二般診療能ガを痔、

　っ総合病院の近隣に設置さ れなければならない。r．　　 』妬・’、＝』・‘” 「

・　 1’ ㌧Tll∵語』i甑一発
1；1

　、ピまたレベz区3の施設に1串完全な装備を持っ移送車がおか拡．その維持，運行に必要な要員が配諮さ詑る必要

C諏がある6その他ド1地域によってはベリポードなどの施設が必要であるよ　 1・1己 ）
…L l・！i』fl都♪l　l：・』・ 1：年・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6
を渉筋1・江戸川に1か所作られるととが望ましいぎ

’都下は東久留米，・保谷δ・曲無・・東大和・ 東村山，1多摩

・稲城・日野・福生。羽村。瑞穂の各地区に1か所ずつ

の二次施設を選定することが望ましい。

　b．内容
　＠二次医療施設

　二次医療施設は一次施設からの質問に答え表2の基準

に該当するものを24時間体制で引受ける能力を要求され

る◇

　このようなハイ・リスク児が出生する可能性のある分

騨ま噸脚4瞬網聯孝醸常
に手順よく適切な処置がどられなけれぼなむな蔚ので，

一そめ医盛永準を維持じ∫亘っ完全せ塞蒔簡体飼を羅痔す

」るためにほ，医師数からみると常勤睦のぶで∬僧直磨る

いは夜勤ができるだけの規模が必要である。

　そのためには常勤産科専門医6～7名が必要で，これ

に相当する産科施設は60～90床，分娩数は年間1400～

　2100位の規模となる。

　しかし，我々が行なった全国2656か所の病院（ベッド

数20床以上）を対象にしたアンケートで得た回答933病
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表2　周産期医療地域化

施設階層 診　療　内　容 診　療　圏
一次医療

　設

レベル1＋
ベル2の一部

①ハイ・リスク妊娠のスクリーニング

正常妊娠

常分娩

常新生児

軽度の異常

分　娩数
50～300

（人口　13．000～

　　30，000）

二次医療

　設

レベル1，2＋

レベル3の一部

①大部分の合併症妊娠

一次医療施設でスクリーニングさ

たハイ・リスク妊娠

中等症のハイ・リスク児

重症児の短期闇管理

分　娩　数

，500～3，000

（人口　100，000～

　　2σ0，000〉

三次医療

　設

OICU■NICU ①あらゆる妊娠，分娩の異常

あらゆる新生児の異常

：極小未熟児

外科疾患

重症合併症妊娠

分　娩数
5，000～20，000

（人ロ　1，000、000

　～1，500，000）

r周産期医療の地域化構想jより作製

院（回収率37．4％）でみると，ベッド数は中央値28床，

年間分娩数中央値384（1000例以上は6．39％），医師数

は中央値L26人（7人以上7，15％）であった。なお，回

答された病院の形態は公立253，個人186，医療法人166，

大学61，国立54，日赤49，その他164であった。

　これから分るように二次施設として対応し得るように

産科を充実させるのは，その病院の経営母体が様々であ

ることと共にかなりの困難を伴う。

　更に救急に対する完全な24時間体制のためには看護科

に分娩準備室・分娩室でr看護単位が望ましいし，検査

科も救急検査に対応する必要があるのはもちろんである。

　⑤三次施設は更に母児共にあらゆる合併症に十分対応

できるような総合病院および小児病院のバックアップが

必要である。

　◎救急ベットの確保にっいて

　区部における分娩数は一日平均274例である。25009

未満の低体重児はおよそ5％であるので13．7例／日となる。

その他のハイ・リスク児を含めて10％位と考えられるの

で27．4例／日の分娩を45施設で引受けることとなる。従

って，各施設は毎日1床の救急用ベットを確保しておけ

ばよいこととなる。これはそれほど困難なことではない

と思われる。

まとめ

　①施設の分布に関しては，多少の片寄りの問題はある

が，特に都下の充実によりほぼ目的逮することが可能で

ある。

　②効率的な運営のだめには産科の規模・内容について

の充実が必要であるが，経営主体が多岐にわたるため・

従来のごとく自然な経過にまかせていたのでは，結局効

率の悪化をもたらすのみであろう。

　③これを解決するためには，該当する医療施設が社会

的貴任を果すために行政当局と協力してシステムとして

の考えをすすめる必要がある。
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